
新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

別紙１ 

改正後 改正前 

第４章 保税地域 
 

第３節 保税蔵置場 
 
 （特定保税承認者の承認の取消し） 
54－１ 法第 54 条の規定に基づき特定保税承認者の承認を取り消す場合の

取扱いについては、次による。 
 (1)・(2) （省略） 
 (3) 令第 44 条の規定に基づく通知は、後記 89－５(3)に規定する「不服

申立て等について」（C－7009）を添付した「特例輸入者等承認・認定
取消書」（C－9050）を交付することにより行うものとする。 

 
 

第５章 運送 
 
（特定保税運送者の承認の取消し） 
63 の８－１ 法第 63 条の８の規定に基づき特定保税運送者の承認を取り消

す場合の取扱いについては、次による。 
 (1) 法第 63 条の４第１号イからトまでに該当することとなった場合は、

遅滞なく承認を取り消す手続を開始するものとする。 
 (2) （省略） 
 (3) 令第 55 条の８の規定に基づく通知は、後記 89－５(3)に規定する

「不服申立て等について」（C－7009）を添付した「特例輸入者等承認
・認定取消書」（C－9050）を交付することにより行うものとする。 

 
 

第６章 通 関 
 

第７節 知的財産侵害物品（輸出） 
 

（認定後の取扱い） 
69 の３－３－１ 発見部門の長は、次により侵害の該否の認定が行われ
た疑義貨物を処理し、処理結果について速やかに認定手続を執った知
的財産調査官又は知的財産担当官に連絡（発見部門の長が認定手続を
執った場合を除く。）するとともに、保税取締部門にも通報する。 
（1）（省略） 
（2）侵害物品に該当する物品 

「認定通知書（輸出者等用）」を輸出者等に交付した後、原則として

第４章 保税地域 
 

第３節 保税蔵置場 
 
 （特定保税承認者の承認の取消し） 
54－１ 法第 54 条の規定に基づき特定保税承認者の承認を取り消す場合の

取扱いについては、次による。 
 (1)・ (2) （同左）  
 (3) 令第 44 条の規定に基づく通知は、後記 89－６(3)に規定する「不服

申立て等について」（C－7009）を添付した「特例輸入者等承認・認定
取消書」（C－9050）を交付することにより行うものとする。 

 
 

第５章 運送 
 
（特定保税運送者の承認の取消し） 
63 の８－１ 法第 63 条の８の規定に基づき特定保税運送者の承認を取り消

す場合の取扱いについては、次による。 
 (1) 法第 63 条の４条第１号イからトまでに該当することとなった場合

は、遅滞なく承認を取り消す手続を開始するものとする。 
 (2) （同左） 
 (3) 令第 55 条の８の規定に基づく通知は、後記 89－６(3)に規定する

「不服申立て等について」（C－7009）を添付した「特例輸入者等承認
・認定取消書」（C－9050）を交付することにより行うものとする。 

 
 

第６章 通 関 
 

第７節 知的財産侵害物品（輸出） 
 

（認定後の取扱い） 
69 の３－３－１ 発見部門の長は、次により侵害の該否の認定が行われ

た疑義貨物を処理し、処理結果について速やかに認定手続を執った知
的財産調査官又は知的財産担当官に連絡（発見部門の長が認定手続を
執った場合を除く。）するとともに、保税取締部門にも通報する。 
（1）（同左） 
（2）侵害物品に該当する物品 

「認定通知書（輸出者等用）」を輸出者等に交付した後、原則として
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不服申立てができる期間が経過するまでの間（侵害物品が不正輸出さ
れるおそれがある場合を除く。）は、法第 69 条の２第２項の規定によ
る没収を行わないこととし、侵害物品が国際郵便物である場合を除
き、輸出者等に対し、前記 69 の３－２の⑴のイの(ｲ)の処理をしょう
ようするものとする。なお、輸出者等から侵害物品について自発的処
理を行う旨申出があった場合には、これを認めることとする。 

 
（侵害物品の没収の手続） 
69 の３－４ 侵害物品について輸出者等が不服申立てができる期間中に

不服申立てを行わず、かつ、自発的処理を行わない場合で保税地域若
しくは取扱郵便局に置かれている場合又は不正輸出されるおそれがあ
る場合には、原則として法第 69 条の２第２項の規定により、当該物品
を没収する。 

なお、没収を行う場合には、本関知的財産調査官に協議するものと
する。没収の手続は次によるものとする。 
（1）及び（2）（省略） 

 
（廃棄の手続） 
69 の３－５ 前記 69 の３－２の規定に従い任意放棄された物品（以下こ

の節において「任意放棄物品」という。）及び前記 69 の３－４の規定
に従い没収された物品（以下この節において「没収物品」という。）の
処理は次による。 
（1）及び（2）（省略） 
（3）任意放棄物品及び没収物品の処理 

会計課長は、引継ぎを受けた任意放棄物品又は没収物品につい
て、速やかに廃棄するものとする。ただし、没収物品について
は、被処分者が没収処分に対する不服申立て又は行政処分取消訴
訟（以下「行政争訟」という。）を提起し得る期間中及び行政争訟
期間中は廃棄することなく保管するものとし、当該行政争訟の終
了を待って、廃棄するものとする。 

（4）及び（5）（省略） 
 

第８節 知的財産侵害物品（輸入） 
 
（認定後の取扱い） 
69 の 12－３－１ 発見部門の長は、次により侵害の該否の認定が行われ

た疑義貨物を処理し、処理結果について速やかに認定手続を執った知
的財産調査官又は知的財産担当官に連絡（発見部門の長が認定手続を

異議申立てができる期間が経過するまでの間（侵害物品が不正輸出さ
れるおそれがある場合を除く。）は、法第 69 条の２第２項の規定によ
る没収を行わないこととし、侵害物品が国際郵便物である場合を除
き、輸出者等に対し、前記 69 の３－２の⑴のイの(ｲ)の処理をしょう
ようするものとする。なお、輸出者等から侵害物品について自発的処
理を行う旨申出があった場合には、これを認めることとする。 

 
（侵害物品の没収の手続） 
69 の３－４ 侵害物品について輸出者等が異議申立てができる期間中に

異議申立てを行わず、かつ、自発的処理を行わない場合で保税地域若
しくは取扱郵便局に置かれている場合又は不正輸出されるおそれがあ
る場合には、原則として法第 69 条の２第２項の規定により、当該物品
を没収する。 

なお、没収を行う場合には、本関知的財産調査官に協議するものと
する。没収の手続は次によるものとする。 
（1）及び（2）（同左） 

 
（廃棄の手続） 
69 の３－５ 前記 69 の３－２の規定に従い任意放棄された物品（以下こ

の節において「任意放棄物品」という。）及び前記 69 の３－４の規定
に従い没収された物品（以下この節において「没収物品」という。）の
処理は次による。 
（1）及び（2）（同左） 
（3）任意放棄物品及び没収物品の処理 

会計課長は、引継ぎを受けた任意放棄物品又は没収物品につい
て、速やかに廃棄するものとする。ただし、没収物品について
は、被処分者が没収処分に対する異議申立て、審査請求又は行政
処分取消訴訟（以下「行政争訟」という。）を提起し得る期間中及
び行政争訟期間中は廃棄することなく保管するものとし、当該行
政争訟の終了を待って、廃棄するものとする。 

（4）及び（5）（同左） 
 

第８節 知的財産侵害物品（輸入） 
 
（認定後の取扱い） 
69 の 12－３－１ 発見部門の長は、次により侵害の該否の認定が行われ

た疑義貨物を処理し、処理結果について速やかに認定手続を執った知
的財産調査官又は知的財産担当官に連絡（発見部門の長が認定手続を
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執った場合を除く。）するとともに、保税取締部門にも通報する。 
（1）（省略） 
（2）侵害物品に該当する物品 

侵害物品に該当する旨の認定に対し不服申立てができる期間が経
過するまでの間（侵害物品が不正輸入されるおそれがある場合を
除く。）は、原則として、法第 69 条の 11 第２項の規定による没収
又は積戻命令を行わないこととし、侵害物品が国際郵便物である
場合又は前記 69 の 12－１－８の⑵のただし書に該当する場合を除
き、輸入者等に対し、前記 69 の 12－２の⑴のイの(ｲ)又は(ﾛ)の処
理をしょうようするものとする。なお、輸入者等から侵害物品に
ついて自発的処理を行う旨申出があった場合には、これを認める
こととする。 

 
（侵害物品の没収又は積戻命令の手続） 
69 の 12－４ 侵害物品について輸入者等が不服申立てができる期間中に

不服申立てを行わず、かつ、自発的処理を行わない場合又は不正輸入
されるおそれがある場合には、原則として法第 69 条の 11 第２項の規
定により、当該物品を没収する。 

なお、没収を行う場合には、本関知的財産調査官に協議するもの
（前記 69 の 12－１－８の⑵のただし書により「認定（没収）通知書」
を交付する場合を除く。）とし、積戻命令を行う場合には、総括知的財
産調査官に協議するものとする。 
（1）及び（2）（省略） 
 

（破棄の手続） 
69 の 12－５ 前記 69 の 12－２の規定に従い任意放棄された物品（以下

この節において「任意放棄物品」という。）及び前記 69 の 12－４の規
定に従い没収された物品（以下この節において「没収物品」という。）
の処理は次による。 
（1）及び（2）（省略） 
（3）任意放棄物品及び没収物品の処理 

会計課長は、引継ぎを受けた任意放棄物品又は没収物品につい
て、速やかに廃棄するものとする。ただし、没収物品について
は、被処分者が没収処分に対する不服申立て又は行政処分取消訴
訟（以下「行政争訟」という。）を提起し得る期間中及び行政争訟
期間中は廃棄することなく保管するものとし、当該行政争訟の終
了を待って、廃棄するものとする。 

（4）及び（5）（省略） 

執った場合を除く。）するとともに、保税取締部門にも通報する。 
（1）（同左） 
（2）侵害物品に該当する物品 

侵害物品に該当する旨の認定に対し異議申立てができる期間が経
過するまでの間（侵害物品が不正輸入されるおそれがある場合を
除く。）は、原則として、法第 69 条の 11 第２項の規定による没収
又は積戻命令を行わないこととし、侵害物品が国際郵便物である
場合又は前記 69 の 12－１－８の⑵のただし書に該当する場合を除
き、輸入者等に対し、前記 69 の 12－２の⑴のイの(ｲ)又は(ﾛ)の処
理をしょうようするものとする。なお、輸入者等から侵害物品に
ついて自発的処理を行う旨申出があった場合には、これを認める
こととする。 

 
（侵害物品の没収又は積戻命令の手続） 

69 の 12－４ 侵害物品について輸入者等が異議申立てができる期間中に
異議申立てを行わず、かつ、自発的処理を行わない場合又は不正輸入
されるおそれがある場合には、原則として法第 69 条の 11 第２項の規
定により、当該物品を没収する。 

なお、没収を行う場合には、本関知的財産調査官に協議するもの
（前記 69 の 12－１－８の⑵のただし書により「認定（没収）通知書」
を交付する場合を除く。）とし、積戻命令を行う場合には、総括知的財
産調査官に協議するものとする。 
（1）及び（2）（同左） 

 
（破棄の手続） 
69 の 12－５ 前記 69 の 12－２の規定に従い任意放棄された物品（以下

この節において「任意放棄物品」という。）及び前記 69 の 12－４の規
定に従い没収された物品（以下この節において「没収物品」という。）
の処理は次による。 
（1）及び（2）（同左） 
（3）任意放棄物品及び没収物品の処理 

会計課長は、引継ぎを受けた任意放棄物品又は没収物品につい
て、速やかに廃棄するものとする。ただし、没収物品について
は、被処分者が没収処分に対する異議申立て、審査請求又は行政
処分取消訴訟（以下「行政争訟」という。）を提起し得る期間中及
び行政争訟期間中は廃棄することなく保管するものとし、当該行
政争訟の終了を待って、廃棄するものとする。 

（4）及び（5）（同左） 
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第 8 章 不服申立て 
 
（削除） 
 
 
 
 
 
（「税関長の処分」の範囲） 
89―1 法第 89 条第 1 項に規定する「税関長の処分」には、次の行為が含
まれるので留意する。ただし行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）
第 7 条第 1 項第 7 号の規定により、法第 11 章の規定に係る処分は含ま
れないので、留意する。 

 
 (1)・(2) （省略） 
 (3) 法第 118 条第 5 項本文及び法第 134 条第 4 項ないし第 6 項の規定

により徴収する関税の賦課若しくは徴収又は滞納処分 
 
 
 (4) 法第 69 条の 2第 3項及び法第 69 条の 11 第 3 項の規定による通知
 
 
 
（再調査の請求の手続） 
89―2 再調査の請求は、「再調査の請求書」（C―7000）により行わせるも
のとする。ただし、行政不服審査法第 61 条において準用する同法第 19
条に規定する事項が記載されている書面によるときは、適宜の様式で差
し支えない。 
再調査の請求に係る処分が税関支署長又はその属する税関支署の税関

職員によってなされた場合における当該処分についての再調査の請求は
当該税関支署を所轄する税関長に対して行われるものであるが、その処
分についての再調査の請求書が当該税関支署長に提出された場合におい
ては、その提出の時において当該税関長に提出されたものとみなされる
ので、留意する。 

 
（再調査の請求書が提出された場合の取扱い） 

 
 

第 8 章 不服申立て 
 
（異議申立てに対する行政不服審査法の適用） 
89―1 行政不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）第 6 条第 3 号《処分に
ついての異議申立て》の場合に該当するものとして法第 89 条第 1 項
《異議申立て》によることができる異議申立てについては、法に規定す
る異議申立て期間等を除き、行政不服審査法の適用があるものとする。 

 
（「税関長の処分」の範囲） 
89―2 法第 89 条第 1 項に規定する「税関長の処分」には、次の行為が含
まれるので留意する。ただし行政不服審査法第 4 条第 1 項第 7 号《処分
についての不服申立てに関する一般概括主義の犯則事件に対する適用除
外》の規定により、法第 11 章《犯則事件の調査及び処分》の規定に係
る処分は含まれないので、留意する。 

 (1)・(2) （同左） 
 (3) 法第 118 条第 5 項本文《犯罪貨物を没収しない場合の関税の徴収

》及び法第 134 条第 4 項ないし第 6 項《領置物件又は差押物件の返
還等に際しての関税の徴収》の規定により徴収する関税の賦課若し
くは徴収又は滞納処分 

 (4) 法第 69 条の 2 第 3 項《輸出してはならない貨物に該当する旨の通
知》及び法第 69 条の 11 第 3 項《輸入してはならない貨物に該当す
る旨の通知》の規定による通知 

 
（異議申立ての手続） 
89―3 異議申立ては、「異議申立書」（C―7000）により行わせるものとし
行政不服審査法第 48 条《審査請求に関する規定の準用》において準用
する同法第 15 条《審査請求書の記載事項》に規定する事項が記載され
ている書面によるときは、適宜の様式で差し支えない。 
異議申立ての目的となる処分が税関支署長又はその属する税関支署の

税関職員によつてなされた場合における当該処分についての異議申立て
は当該税関支署を所轄する税関長に対して行われるものであるが、その
処分についての異議申立書が当該税関支署長に提出された場合において
は、その提出の時において当該税関長に提出されたものとみなされるの
で、留意する。 

 
（異議申立書を受理した場合の取扱い） 
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89―3 再調査の請求に係る処分をした税関長に再調査の請求書が提出さ
れた場合には、事案の内容を記載した文書に再調査の請求書写し及び参
考となる書類（前記 89―1―(4)による再調査の請求の対象となった物
品の写真等）を添付して、速やかに本省あて報告するものとする。 

 
 
（再調査の請求が一括して行われた場合の取扱い） 
89―4 法第 89 条の規定による再調査の請求と、国税通則法第 75 条第 1
項第 1 号イ及び地方税法第 72 条の 108 の規定による再調査の請求とが
同一課税物件に係るものであって、これらの再調査の請求が一括して行
われたときは、これを認めることとして差し支えない。この場合におい
ては、再調査の請求に係る審理手続を一括して行い、行政不服審査法第
58 条及び第 59 条並びに国税通則法第 83 条の規定による決定を一括し
て行うことができるものとし、当該決定書に関税及び内国消費税等の賦
課若しくは徴収又は滞納処分についての決定である旨を併記する。 

 
 
（不服申立て等についての教示） 
89―5 行政不服審査法第 82 条第 1 項及び行政事件訴訟法（昭和 37 年法
律第 139 号）第 46 条第 1項に規定する教示については、次による。 

 
(1) 税関長又は税関職員が行う処分が法令に基づく申請に係るもので

ある場合において、当該処分の内容が申請どおりのものであるとき
は教示を行わないこととし、当該処分の内容が申請どおりのもので
ないとき（申請どおりの内容のほかに付款を付した場合を含む。た
だし、当該処分に係る法令に既に規定されている事項を注意的に付
記する場合を除く。）は教示を行う。 

(2) 税関長又は税関職員が行う処分が法令に基づく申請に係るもので
ある場合において、当該処分の内容がその相手方にいかなる不利益
あるいは負担を課すことにならないものであるときは教示は行わな
いこととし、当該処分の内容がその相手方に不利益あるいは負担を
課すことになるものであるときは教示を行う。 

(3) 当該教示については、次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれに
掲げる書面を当該処分に係る通知書に添付することにより行うもの
とする。 
イ 関税の確定若しくは徴収に関する処分 「不服申立て等につい

て」（C―7007） 
ロ 法第 69 条の 2 第 3 項及び法第 69 条の 11 第 3 項の規定による通

89―4 異議申立てに係る処分をした税関長が異議申立書を受理した場合
には、事案の内容を記載した文書に異議申立書写し及び参考となる書類
（前記 89―2―(4)（「税関長の処分」の範囲）による異議申立ての対象
となつた物品の写真等）を添付して、速やかに本省あて報告するものと
する。 

 
（国税通則法等による異議申立てとの併合） 
89―5 法第 89 条《異議申立て》の規定による異議申立てと、国税通則法
（昭和 37 年法律第 66 号）第 75 条第 1 項第 4 号《税関長がした処分に
ついての異議申立て》及び地方税法第 72 条の 108《貨物割に係る処分
に関する不服審査等の特例》の規定による異議申立てとが同一課税物件
に係るものであるときは、これらの異議申立てを一括して行わせて差し
支えない。この場合における行政不服審査法第 47 条《決定》の規定に
よる決定は、一括して行うことができるものとし、当該決定書に関税及
び内国消費税等の賦課若しくは徴収又は滞納処分についての決定である
旨を併記する。 

 
（不服申立て等についての教示） 
89―6 行政不服審査法第 57 条第 1 項《審査庁等の教示》及び行政事件訴
訟法（昭和 37 年法律第 139 号）第 46 条第 1 項《取消訴訟等に関する事
項の教示》に規定する教示については、次による。 
(1) 税関長又は税関職員が行う処分が法及び令に基づく申請に係るも

のである場合において、当該処分の内容が申請どおりのものである
ときは教示を行わないこととし、当該処分の内容が申請どおりのも
のでないとき（申請どおりの内容のほかに付款を付した場合を含
む。ただし、当該処分に係る法令に既に規定されている事項を注意
的に付記する場合を除く。）は教示を行う。 

(2) 当該処分が法令に基づく申請に係るものである場合において、当
該処分の内容がその相手方にいかなる不利益あるいは負担を課すこ
とにならないものであるときは教示は行わないこととし、当該処分
の内容がその相手方に不利益あるいは負担を課すことになるもので
あるときは教示を行う。 

(3) 当該教示については、次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれに
掲げる書面を当該処分に係る通知書に添付することにより行うもの
とする。 
イ 関税の確定若しくは徴収に関する処分「不服申立て等について」
（C―7007） 

ロ 法第 69 条の 2 第 3 項《輸出してはならない貨物に該当する旨の
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知 「不服申立て等について」（C―7008） 
 
 
ハ その他の当該教示を行うべき処分 「不服申立て等について」
（C―7009） 

 
（申出のあった場合の教示） 
89―6 行政不服審査法第 82 条第２項に規定する教示は、次による。 
(1) （省略） 
(2) 当該教示について、教示を求めた者が書面による教示を求めた場

合及び書面で教示を求めた場合には、次により記載して書面で行
う。 
イ 処分について不服申立てをすることができる場合 

 
不服申立てについて 
（年号） 年 月 日付第〇〇号をもってした処分について不

服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して３月以内に、○○税関長に対して再調査の請求又は財務大
臣（内国消費税等に係る処分については、国税不服審判所長（提
出先 ○○国税不服審判所首席国税審判官））に対して審査請求を
することができます。ただし、この期間であっても、この処分が
あった日の翌日から起算して１年を経過した後はすることができ
ません。 

 
ロ （省略） 

 
（３月を経過した場合の教示） 
89―7 行政不服審査法第 57 条に規定する教示は、次に掲げる区分に応
じ、それぞれに掲げる書面により行う。 
(1) 前記 89-4 により一括して行われた再調査の請求 「再調査の請求

についての決定を経ない審査請求について」（C-7010） 
(2) 上記 (1)以外の税関長の処分に係る再調査の請求 「再調査の請

求についての決定を経ない審査請求について」（C-7011） 
 
（再調査の請求について決定する場合の教示） 
89―8 前記 89-4 により一括して決定を行う場合を除き、行政不服審査法
第 60 条第２項及び行政事件訴訟法第 46 条第１項に規定する教示は、再
調査の請求についての決定の内容が、当該再調査の請求を却下し、棄却

通知》及び法第 69 条の 11 第 3 項《輸入してはならない貨物に該
当する旨の通知》の規定による通知「不服申立て等について」（C
―7008） 

ハ その他の当該教示を行うべき処分「不服申立て等について」（C
―7009） 

 
（申出のあった場合の教示） 
89―7 行政不服審査法第 57 条第２項に規定する教示は、次による。 
(1) （同左） 
(2) 当該教示について、教示を求めた者が書面による教示を求めた場

合及び書面で教示を求めた場合には、次により記載して書面で行
う。 
イ 処分について不服申立てをすることができる場合 

 
不服申立てについて 
（年号） 年 月 日付第〇〇号をもってした処分について不

服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して２月以内に、○○税関長に対して異議申立てすることがで
きます。ただし、この期間であっても、この処分があった日の翌
日から起算して１年を経過した後はすることができません。 

 
 
 
 

ロ （同左） 
 
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
（異議申立てについて決定する場合の教示） 
89―8 行政不服審査法第 47 条第５項及び行政事件訴訟法第 46 条第１項
に規定する教示は、異議申立てについての決定の内容が、当該異議申立
ての全部を認容したものであるときは行わないこととし、当該異議申立
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し、若しくは一部認容したものであるとき又は当該再調査の請求に係る
処分を変更したものであるときは行うこととする。 
なお、教示を行う場合は、「決定書」（C―7012）の末尾に次の文言を

記載する。 
(1) 関税の確定若しくは徴収に関する処分、滞納処分又は法第 69 条の

２第３項若しくは法第 69 条の 11 第３項の規定による通知の再調査
の請求について決定する場合 

 
「不服申立てについて」 
この決定を経た後の処分になお不服があるときは、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して１月以内に財務大臣（東京
都千代田区霞が関３丁目１番１号）に対して審査請求をすることが
できます（この決定が却下の決定である場合にあっては、当該却下
の決定が違法である場合に限り審査請求をすることができます。）。
ただし、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したと
きは、審査請求をすることができません。 
「取消しの訴えについて」 
１ 処分の取消訴訟 
この決定を経た後の処分になお不服があるときに、裁判所に対す

る処分の取消しの訴え（以下「処分の取消訴訟」といいます。）は、
処分についての審査請求を提起し、これに対する裁決を経た後でな
ければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するとき
は、審査請求に対する裁決を経ずに提起することができます。この
場合の処分の取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）
となります。 
(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決

がないとき。 
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避

けるため緊急の必要があるとき。 
(3) その他審査請求についての裁決を経ないことにつき正当な理由

があるとき。 
２ 決定の取消訴訟 
(1) 手続上の瑕疵があるなど、この決定固有の違法を主張する場合

は、裁判所に対して決定の取消しの訴え（以下「決定の取消訴訟
」といいます。）を提起することができます。ただし、決定の取
消訴訟においては、再調査の請求の対象となった処分の違法を理
由として取消しを求めることはできないこととされています。 

(2) 決定の取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）と

てを却下し、棄却し、若しくは一部認容したものであるとき又は当該異
議申立てに係る処分を変更したものであるときは行うこととする。 
なお、教示を行う場合は、「決定書」（C―7010）の末尾に次の文言を

記載する。 
(1) 法第 91 条第１号に掲げる処分又は同条第２号に掲げる通知の異議

申立てについて決定する場合 
 
 

「不服申立てについて」 
この決定を経た後の処分になお不服があるときは、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して１月以内に財務大臣（東京
都千代田区霞が関３丁目１番１号）に対して審査請求をすることが
できます。ただし、この決定があった日の翌日から起算して１年を
経過したときは、審査請求をすることができません。 
 
 

「取消しの訴えについて」 
１ 処分の取消訴訟 
この決定を経た後の処分になお不服があるときに、裁判所に対す

る処分の取消しの訴え（以下「処分の取消訴訟」といいます。）は、
処分についての審査請求を提起し、これに対する裁決を経た後でな
ければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するとき
は、審査請求に対する裁決を経ずに提起することができます。この
場合の処分の取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）
となります。 
(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決

がないとき。 
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避

けるため緊急の必要があるとき。 
(3) その他審査請求についての裁決を経ないことにつき正当な理由

があるとき。 
２ 決定の取消訴訟 
(1) 手続上の瑕疵があるなど、この決定固有の違法を主張する場合

は、裁判所に対して決定の取消しの訴え（以下「決定の取消訴訟
」といいます。）を提起することができます。ただし、決定の取
消訴訟においては、異議申立ての対象となった処分の違法を理由
として取消しを求めることはできないこととされています。 

(2) 決定の取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）と
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なります。 
(3) 決定の取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６月を経過したとき又はこの決定の日の翌日から起算
して 1年を経過したときは、提起することができません。 

 
(2) 上記(1)以外の税関長の処分に係る再調査の請求について決定する

場合 
 

「不服申立てについて」 
この決定を経た後の処分になお不服があるときは、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して 1 月以内に財務大臣（東京
都千代田区霞が関３丁目１番１号）に対して審査請求をすることが
できます（この決定が却下の決定である場合にあっては、当該却下
の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができます。）。ただ
し、この決定があった日の翌日から起算して 1 年を経過したとき
は、審査請求をすることができません。 
「取消しの訴えについて」 
１ 処分の取消訴訟 
(1) この決定を経た後の処分になお不服があるときは、審査請求に

ついての裁決を経ずに、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以
下「処分の取消訴訟」といいます。）を提起することができま
す。 

(2) 処分の取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）と
なります。 

(3) 処分の取消訴訟は、この決定を知った日の翌日から起算して６
月を経過したとき又はこの決定の日の翌日から起算して１年を経
過したときは、提起することができません。 

２ 決定の取消訴訟 
(1) 手続上の瑕疵があるなど、この決定固有の違法を主張する場合

は、裁判所に対して決定の取消しの訴え（以下「決定の取消訴訟
」といいます。）を提起することができます。ただし、決定の取
消訴訟においては、再調査の請求の対象となった処分の違法を理
由として取消しを求めることはできないこととされています。 

(2) 決定の取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）と
なります。 

(3) 決定の取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日か
ら起算して６月を経過したとき又はこの決定の日の翌日から起算
して 1年を経過したときは、提起することができません。 

なります。 
(3) 決定の取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６月を経過したとき又はこの決定の日の翌日から起算
して 1年を経過したときは、提起することができません。 

 
(2) 上記(1)以外の税関長の処分に係る異議申立てについて決定する場

合 
 

「不服申立てについて」 
この決定を経た後の処分になお不服があるときは、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して 1 月以内に財務大臣（東京
都千代田区霞が関３丁目１番１号）に対して審査請求をすることが
できます。ただし、この決定があった日の翌日から起算して 1 年を
経過したときは、審査請求をすることができません。 
 
 

「取消しの訴えについて」 
１ 処分の取消訴訟 
(1) この決定を経た後の処分になお不服があるときは、審査請求に

ついての裁決を経ずに、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以
下「処分の取消訴訟」といいます。）を提起することができま
す。 

(2) 処分の取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）と
なります。 

(3) 処分の取消訴訟は、この決定を知った日の翌日から起算して６
月を経過したとき又はこの決定の日の翌日から起算して１年を経
過したときは、提起することができません。 

２ 決定の取消訴訟 
(1) 手続上の瑕疵があるなど、この決定固有の違法を主張する場合

は、裁判所に対して決定の取消しの訴え（以下「決定の取消訴訟
」といいます。）を提起することができます。ただし、決定の取
消訴訟においては、異議申立ての対象となった処分の違法を理由
として取消しを求めることはできないこととされています。 

(2) 決定の取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）と
なります。 

(3) 決定の取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日か
ら起算して６月を経過したとき又はこの決定の日の翌日から起算
して 1年を経過したときは、提起することができません。 
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（一括決定する場合の教示の方法） 
89―9 前記 89―4 により一括して決定を行う場合の行政不服審査法第 60
条第２項、国税通則法第 84 条第９項及び行政事件訴訟法第 46 条第１項
に規定する教示については、次の要領により記載するものとする。 

 
(1) 決定書に記載する教示文言は次による。 

 
「不服申立てについて」 
この決定を経た後の処分になお不服があるときは、次のとおり審

査請求をすることができます（この決定が却下の決定である場合に
あっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすること
ができます。）。 
１ この決定に係る処分のうち関税に関する法律（注１）に基づく
処分については、この決定があったことを知った日の翌日から起
算して１月以内に財務大臣（東京都千代田区霞が関３丁目１番１
号）に対して審査請求をすることができます。 

２ この決定に係る処分のうち内国消費税等に関する法律（注２）
に基づく処分については、この決定書の謄本の送達があった日の
翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求
をすることができます。この場合、国税不服審判所長あての審査
請求書を国税不服審判所長首席国税審判官（  ）（注３）に提出
して下さい。 

「取消しの訴えについて」 
１ 処分の取消訴訟 

この決定を経た後の処分になお不服があるときに、裁判所に対
する処分の取消しの訴え（以下「処分の取消訴訟」といいます。）
は、処分についての審査請求を提起し、これに対する裁決を経た
後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当
するときは、審査請求に対する裁決を経ずに提起することができ
ます。この場合の処分の取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者
法務大臣）となります。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決
がないとき。 

(2) 内国消費税に係る更正決定等の取消しを求める訴えを提起した
方が、その訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る内国消
費税の課税標準又は税額等についてされた他の更正決定等の取消
しを求めようとするとき。 

  
（一括決定した場合の教示の方法） 
89―9 前記 89―5（国税通則法による異議申立てとの併合）により一括
して決定を行った場合の行政不服審査法第 47 条第５項、国税通則法第
84 条第６項及び行政事件訴訟法第 46 条第１項に規定する教示について
は、次の要領により記載するものとする。 
(1) 決定書に記載する教示文言は次による。 

 
「不服申立てについて」 
この決定を経た後の処分になお不服があるときは、次のとおり審

査請求をすることができます。 
 
 

１ この決定に係る処分のうち関税に関する法律（注１）に基づく
処分については、この決定があったことを知った日の翌日から起
算して１月以内に財務大臣（東京都千代田区霞が関３丁目１番１
号）に対して審査請求をすることができます。 

２ この決定に係る処分のうち内国消費税等に関する法律（注２）
に基づく処分については、この決定書の謄本の送達があった日の
翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求
をすることができます。この場合、国税不服審判所長あての審査
請求書を国税不服審判所長首席国税審判官（  ）（注３）に提出
して下さい。 

「取消しの訴えについて」 
１ 処分の取消訴訟 

この決定を経た後の処分になお不服があるときに、裁判所に対
する処分の取消しの訴え（以下「処分の取消訴訟」といいます。）
は、処分についての審査請求を提起し、これに対する裁決を経た
後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当
するときは、審査請求に対する裁決を経ずに提起することができ
ます。この場合の処分の取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 
法務大臣）となります。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決
がないとき。 

(2) 内国消費税に係る更正決定等の取消しを求める訴えを提起した
方が、その訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る内国消
費税の課税標準又は税額等についてされた他の更正決定等の取消
しを求めようとするとき。 



新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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(3) 処分、処分の執行又は手続の続行（内国消費税に係る処分につ
いては、審査請求についての裁決を経ること）により生ずる著し
い損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(4) その他審査請求についての裁決を経ないことにつき正当な理由
があるとき。 

２ 決定の取消訴訟 
(1) 手続上の瑕疵があるなど、この決定固有の違法を主張する場合
は、裁判所に対して決定の取消しの訴え（以下「決定の取消訴訟
」といいます。）を提起することができます。ただし、決定の取消
訴訟においては、再調査の請求の対象となった処分の違法を理由
として取消しを求めることはできないこととされています。 

(2) 決定の取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）と
なります。 

(3) 決定の取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日か
ら起算して６月を経過したとき又はこの決定の日の翌日から起算
して 1年を経過したときは、提起することができません。 

 
(2) 上記(1)の注については次による。 

イ 注１及び注２の「関税に関する法律」及び「内国消費税等に関
する法律」については、当該処分の根拠法律の名称を明記する。
（例えば、関税法、消費税法、地方税法） 

ロ 注３の「国税不服審判所長首席国税審判官（  ）」について
は、処分に係る教示を行うべき税関（本関）の所在地を管轄する
国税不服審判所の支部の首席国税審判官を審査請求書の提出先と
して記入するとともに、（  ）内には、同提出先の所在地を記入
する。 

 
（再調査の請求についての決定の送達） 
89―10 再調査の請求についての決定の送達は、決定書謄本をもって行う
ものとする。送達を受けるべき者に対する同謄本の送付は、郵送による
場合は、配達証明付郵便をもって行うこととし、また、手交する場合は
送達を受けるべき者から受領書を徴しておくものとする。 

 
 
 
（再調査の請求についての決定に関する本省への報告） 
89―11 再調査の請求についての決定をしたときは、当該再調査の請求に
係る事案の内容及び決定の経過を記載した文書に決定書写しその他参考

(3) 処分、処分の執行又は手続の続行（内国消費税に係る処分につ
いては、審査請求についての裁決を経ること）により生ずる著し
い損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(4) その他審査請求についての裁決を経ないことにつき正当な理由
があるとき。 

２ 決定の取消訴訟 
(1) 手続上の瑕疵があるなど、この決定固有の違法を主張する場合
は、裁判所に対して決定の取消しの訴え（以下「決定の取消訴訟
」といいます。）を提起することができます。ただし、決定の取消
訴訟においては、異議申立ての対象となった処分の違法を理由と
して取消しを求めることはできないこととされています。 

(2) 決定の取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）と
なります。 

(3) 決定の取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日か
ら起算して６月を経過したとき又はこの決定の日の翌日から起算
して 1年を経過したときは、提起することができません。 

 
(2) 上記(1)の注については次による。 

イ 注１及び注２の「関税に関する法律」及び「内国消費税等に関
する法律」については、当該処分の根拠法律の名称を明記する。
（例えば、関税法、消費税法、地方税法） 

ロ 注３の「国税不服審判所長首席国税審判官（  ）」について
は、処分に係る教示を行うべき税関（本関）の所在地を管轄する
国税不服審判所の支部の首席国税審判官を審査請求書の提出先と
して記入するとともに、（  ）内には、同提出先の所在地を記入
する。 

 
（異議申立てについての決定の送達） 
89―10 異議申立ての決定の送達は、決定書謄本をもって行うものとす
る。送達を受けるべき者に対する同謄本の送付は、郵送による場合は、
配達証明付郵便をもって行うこととし、また、手交する場合は送達を受
けるべき者から受領書を徴しておくものとする。 
なお、参加人がいるときは、当該参加人にも決定書の謄本を送付す

る。 
 
（異議申立てについての決定に関する本省への報告） 
89―11 異議申立てについての決定をしたときは、当該異議申立てに係る
事案の内容及び決定の経過を記載した文書に決定書写しその他参考書類



新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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書類を添付して本省に報告するものとする。 
なお、この場合においては、当該決定について審査請求がなされるか

どうかの見込みを付記するものとする。 
 
（削除） 
 
 
 
 
 
（審査請求書の送付） 
91―1 審査請求に係る処分をした税関に審査請求書が提出された場合に
は、直ちに当該審査請求書を本省に送付するものとする。 

 

を添付して本省に報告するものとする。 
なお、この場合においては、当該決定について審査請求がなされるか

どうかの見込みを付記するものとする。 
 
（異議申立てについての取扱いの準用） 
90―1 法第 90 条《審査請求の期間》に規定する審査請求については、前
記 89―1（異議申立てに対する行政不服審査法の適用）、89―2（「税関
長の処分」の範囲）及び 89―3（異議申立ての手続）に準じて取り扱う
ものとする。 

 
（審査請求書の送付） 
90―2 審査請求に係る処分をした税関において審査請求書を受理した場
合には、直ちに当該審査請求書を本省に送付するものとする。 

 
 

  


